
移住支援奨励金の対象者について

栃木県壬生町に転入 栃木 県壬生 町

転入 後６ か月 経過
壬生町内の企業に就職

壬生 町内企業に   し 、

町に   し てく る 方 に

奨励金 を 交付し ます

就職
転入

壬生町商工観光課商工 振興係

TEL: 0282-81-1845

M A IL : keizai@ town.m ibu. tochig i. jp

令和４ 年３ 月 １ 日 以降に

壬生町の企業に就職し 、 移住の要件を満たした方

を 対象に一 律２ ０ 万円 の奨励金 を 支 給し ます

詳し く は壬生 町公式
ウェ ブサイ ト を チェ ッ ク

令和４ 年３ 月 １ 日 以降に、

壬生 町内に本社、 支 社、

事業所、 工 場又 は店舗等を

持つ企業に就職し た

町外在住者。
※転入 日 以前、 １ 年間において

壬生 町に居住実績のない事。

※転入 日 以降、 １ 年以上壬生 町    

に居住する意思のある事。

 転入 後６ か月 を経過後、

商工 観光課に交付申請。

奨励金 の交付。
※裏面 に記載さ れている業種         

に限り ます。

壬生 町立 地企業雇用 確保移住支 援奨励金 については、 商工 観光課商工 振興係までご相談く ださい。

h t tp s: / /ww w . tow n .m ib u . toch ig i . j p /

令和４ 年３ 月 １ 日 以降に、

壬生 町内の賃貸住宅に

転入 するこ と 。

壬
生
町

立地企業雇用確保立 用
移住支 援事業支

mailto:keizai@town.mibu.tochigi.jp
https://www.town.mibu.tochigi.jp/


日本標準産業分類（第１３回改定）上の業種名

５１　繊維・衣服等卸売業

５２　飲食料品卸売業

５３　建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

５４　機械器具卸売業

４６　航空運輸業

４７　倉庫業

４８　運輸に附帯するサービス業

５０　各種商品卸売業

４０　インターネット附随サービス業

４１　映像・音声・文字情報制作業

４２　鉄道業

４３　道路旅客運送業

４４　道路貨物運送業

３５　熱供給業

３６　水道業

３７　通信業

３８　放送業

３９　情報サービス業

３０　情報通信機械器具製造業

３１　輸送用機械器具製造業

３２　その他の製造業

３３　電気業

３４　ガス業

２５　はん用機械器具製造業

２６　生産用機械器具製造業

２７　業務用機械器具製造業（２７６武器製造業を除く。）

２８　電子部品・デバイス・電子回路製造業

２９　電気機械器具製造業

１９　ゴム製品製造業

２１　窯業・土石製品製造業

２２　鉄鋼業

２３　非鉄金属製造業

２４　金属製品製造業

１４　パルプ・紙・紙加工品製造業

１５　印刷・同関連業

１６　化学工業

１７　石油製品・石炭製品製造業

１８　プラスチック製品製造業

０９　食料品製造業

１０　飲料・たばこ・飼料製造業(１０２酒類製造業を含む。１０５たばこ製造業を除く。)

１１　繊維工業

１２　木材・木製品製造業（家具を除く。）

１３　家具・装備品製造業（１３２宗教用具製造業を除く。）

別表（第３条第１号関係）

０６　総合工事業

０７　職別工事業

０８　設備工事業

５５　その他の卸売業

５６　各種商品小売業（店舗面積が１，０００㎡以上のものに限る。）

５７　織物・衣服・身の回り品小売業（店舗面積が１，０００㎡以上のものに限る。）

５８　飲食料品小売業（店舗面積が１，０００㎡以上のものに限る。）

５９　機械器具小売業（店舗面積が１，０００㎡以上のものに限る。）

６０　その他の小売業（店舗面積が１，０００㎡以上のものに限る。）

７２　専門サービス業（他に分類されないもの）（７２６デザイン業以外は除く）

７３　広告業

７４　技術サービス業（他に分類されないもの）（７４１獣医業は除く）

７５　宿泊業

８８　廃棄物処理業

８９　自動車整備業

９２　その他の事業サービス業

７６　飲食店

７７　持ち帰り・配達飲食サービス業

７８　洗濯・理容・美容・浴場業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号）の規制を受ける業種を除く。）

７９　その他の生活関連サービス業

８２　その他の教育、学習支援業


